
富岡市自立支援協議会の概要

（一部　下仁田町、南牧村、甘楽町）

（一部　相談支援事業所みのり）

（一部委託／医療法人大和会）

●全体会・定例会・運営会議・専門部会の活動回数及び委員数

回数 委員数 回数 委員数 回数 委員数

1 23 6 18 - -

回数 委員数

サービス利用計画部会 10 9
就労支援部会 3 26
こども部会 14 10
地域生活支援部会 - -

富　岡　市

富岡市（福祉課）

平成１８年１０月

直　営

別紙１のとおり

【構成団体】

【事務局】

【設置年月】

【運営方法】

【組織図】

全体会 定例会 運営会議

専門部会名
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●全体会の取組（テーマ）・活動内容等

（１）委員構成
人数 人数 人数
3 児童相談所 0

1 1
0 県（行政職員） 1
6 0 0
0 1 民生委員・児童委員 1
1 1 主任児童委員 0
0 1 地域住民の代表者 0
0 0 その他 1

計 23

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容
・前期（第４期．H27～H29）障害福祉計画の検証について
・関係機関からの活動報告について
・地域生活支援拠点の整備に向けて
・「ぐんまちゃん　あんしんノート」について

・地域の障害福祉に関するシステムづくりに関する協議

・その他

・委託相談支援事業者の運営評価等

・地域課題・困難事例対応等に関する協議、調整

・活動状況報告・情報交換

・地域の関係機関によるネットワーク構築等に向けた協議

・地域の社会資源の開発、改善に関する協議

・障害福祉計画等の進捗状況評価、計画事項に関する助言等

教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

民間企業 保健所・保健センター
高齢者介護の関係機関 保育所

発達障害者支援センター

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員

医療機関 学識経験者

種別 種別 種別
相談支援事業者 障害当事者団体・障害

当事者及びその家族
（障害者相談員を除く）

5障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）
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●定例会の取組（テーマ）・活動内容等

（１）委員構成
人数 人数 人数
5 児童相談所 0
1 4
0 県（行政職員） 1
3 0 0
1 0 民生委員・児童委員 0
0 0 主任児童委員 0
0 2 地域住民の代表者 0
0 0 その他 1

計 18

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容
第１回 H30.5.17

・平成30年度の定例会・部会の活動内容について
・平成30年度の障害者総合支援法の法改正について
・情報交換

第２回 H30.7.12
・地域生活支援拠点の整備について
・各部会の報告
・情報交換

第３回 H30.9.20
・地域生活支援拠点の整備について
・各部会の報告
・情報交換

第４回 H30.11.15
・各部会の報告
・31年度アール・ブリュット開催について
・情報交換
・31年1月の定例会の内容について

第５回 H31.1.17
・「共生型サービスと」地域生活支援拠点」と題して、シンポジウムを開催

第６回 H31.3.7
・地域生活支援拠点の整備について
・各部会の報告
・H31年度の各部会の活動内容について
・情報交換

・各部会の報告

・ケース及び活動報告

・情報交換・課題検討

・研修会・講演会等の開催

・

教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

民間企業 保健所・保健センター
高齢者介護の関係機関 保育所

発達障害者支援センター

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員

医療機関 学識経験者

種別 種別 種別
相談支援事業者 障害当事者団体・障害

当事者及びその家族
（障害者相談員を除く）

0障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）
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●専門部会等の取組（テーマ）・活動内容等

【サービス利用計画関係部会】
（１）委員構成

人数 人数 人数
5 児童相談所

4
県（行政職員）

民生委員・児童委員
主任児童委員
地域住民の代表者
その他

計 9

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容
第１回 H30.4.18

・平成30年度総合支援法法改正について
・平成30年度の活動内容

第２回 H30.5.17
・平成30年度総合支援法法改正について

第３回 H30.6.20
・相談支援の加算の書類について
・各相談支援事業所の相談状況について

第４回 H30.7.12
・相談支援の加算の書類について

第５回 H30.9.20
・平成３０年度総合支援法改正後の不明点等について
・各相談支援事業所の計画相談件数について
・障害者がアパート等を借りる場合の保証人の問題について

第６回 H30.10.9
・各相談支援事業所の計画相談件数について
・情報交換

第７回 H30.11.15
・各相談支援事業所の計画相談件数について
・モニタリングの10月以降の請求について

第８回 H30.12.12
・モニタリングの請求状況について

第９回 H31.1.17
・各相談支援事業所の計画相談件数について
・平成31年度アール・ブリュットの予定について

第10回 H31.3.7
平成31年度の活動内容について

（４）今後の課題・取組

・

・定期開催し課題を共有し解決につなげる。

・

・

民間企業 保健所・保健センター
高齢者介護の関係機関 保育所

・特に定めていない

・

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員

医療機関 学識経験者
教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

相談支援事業者 障害当事者団体・障害
当事者及びその家族
（障害者相談員を除く）

障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）
発達障害者支援センター

種別 種別 種別
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【就労支援部会】
（１）委員構成

人数 人数 人数
2 児童相談所
1 4

県（行政職員） 2
6
3 民生委員・児童委員
4 1 主任児童委員

地域住民の代表者
その他 3

計 26

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容
第１回 H30.7.20

・就労状況等の報告
・構成機関からの報告
・情報交換

第２回 H30.9.26
・就労支援部会の取り組み内容について
・情報交換

第３回 H30.11.28
・就労支援部会の取り組み内容について
・情報交換

（４）今後の課題・取組

・

・就労系事業所を紹介するリーフレットの作成と障害者雇用に関するシンポジウムを開催する

ことが決定した。

・

民間企業 保健所・保健センター
高齢者介護の関係機関 保育所

・特に定めていない

・

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員

医療機関 学識経験者
教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

相談支援事業者 障害当事者団体・障害
当事者及びその家族
（障害者相談員を除く）

障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）
発達障害者支援センター

種別 種別 種別
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【こども部会】
（１）委員構成

人数 人数 人数
5 児童相談所

4
県（行政職員）

1
民生委員・児童委員
主任児童委員
地域住民の代表者
その他

計 10

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容
第１回 H30.5.17

・平成30年度の活動内容について
第２回 H30.6.20

・発達障害に関する研修会開催について
第３回 H30.7.12

・発達障害に関する研修会開催について
第４回 H30.8.8

・部会の活動内容について
・発達障害に関する研修会開催について

第５回 H30.9.12
・発達障害に関する研修会開催について

第６回 H30.9.20
・発達障害に関する研修会開催について

第７回 H30.10.3.
・発達障害に関する研修会を開催

第８回 H30.10.9
・発達障害に関する研修会の振り返り

第９回 H30.11.15
・保健師、相談支援事業者、訪問看護事業者との情報交換会開催について

第１０回 H30.12.12
・保健師、相談支援事業者、訪問看護事業者との情報交換会開催について

第１１回 H31.1.17
・保健師、相談支援事業者、訪問看護事業者との情報交換会開催について

第１２回 H31.2.6
・保健師、相談支援事業者、訪問看護事業者との情報交換会開催について

第１３回 H31.2.14
・保健師、相談支援事業者、訪問看護事業者との情報交換会を開催

第１４回 H31.3.7
・H31年度の活動内容について

（４）今後の課題・取組

・

・取組方針等の検討が必要。

・

・

民間企業 保健所・保健センター
高齢者介護の関係機関 保育所

・発達障害について

・今後の部会運営について

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員

医療機関 学識経験者
教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

相談支援事業者 障害当事者団体・障害
当事者及びその家族
（障害者相談員を除く）

障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）
発達障害者支援センター

種別 種別 種別
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【地域生活支援部会】
（１）委員構成

人数 人数 人数
児童相談所

県（行政職員）

民生委員・児童委員
主任児童委員
地域住民の代表者
その他

計 0

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容
なし

（４）今後の課題・取組

・

・H30年度中には、定例会において部会を設置することと、構成員案が決定したのみ。

・拠点の設置に向けて、今後、協議検討が必要となる。

・

民間企業 保健所・保健センター
高齢者介護の関係機関 保育所

・地域生活支援拠点の設置について検討

・

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員

医療機関 学識経験者
教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

相談支援事業者 障害当事者団体・障害
当事者及びその家族
（障害者相談員を除く）

障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）
発達障害者支援センター

種別 種別 種別
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吾妻地域自立支援協議会の概要

（１）中之条町、長野原町、嬬恋村、草津町、高山村、東吾妻町

（２）吾妻広域町村圏振興整備組合の職員

（３）指定相談支援事業者

（４）指定障害福祉サービス事業者

（５）関係行政機関の職員

（６）学識経験者等

あがつま相談支援センターやまばと（基幹相談支援センター）

（幹事町村：中之条町）

平成１９年２月

その他

別紙のとおり

●全体会・定例会・運営会議・専門部会の活動回数及び委員数

回数 委員数 回数 委員数 回数 委員数

1 30 12 25 12 7

回数 委員数

西吾妻地域部会 11 25
精神障害関係部会 2 10
療育部会 2 18
知的障害者当事者部会 2 9
吾妻東部地域部会 5 12
就労部会 6 13
制度部会 2 9
地域生活支援拠点検討部会 2 21

定例会 運営会議

専門部会名

【構成団体】

【事務局】

【設置年月】

【運営方法】

【組織図】

全体会
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主　 宰 六ヵ町村
開 　催 随時
構成員

注２：

協議内容

主　 宰 主　 宰

開　 催 原則毎月１回
構成員

開　 催 原則毎月１回
構成員 協議内容

特定課題の内容
協議内容

協議の経過及び結果
協議の経過及び結果

主　 宰 主　 宰

開　 催 随時
構成員 開　 催 随時

構成員

協議内容
協議内容

吾妻地域自立支援協議会組織図

全体会議

注１： 定例会議は五ヵ町村と
基幹相談支援センター
の持ち回りで開催する 吾妻地域自立支援協議会設置要

綱第４に規定する構成員全体会議、個別支援会
議、特定課題会議は、
構成員の協議により開
催場所を決定する

必要に応じて関係機関の責任者等
に出席を求める提　　案
定例会議から提案、報告のあった
事項について協議する

報　　告

事務局会議 定例会議

事務局長（幹事町村障
害担当課長）
事務局（幹事町村、基幹
相談支援センター）

五ヵ町村と基幹相談支援
センター

吾妻地域自立支援協議会
設置要綱第４に規定する構
成員

吾妻地域自立支援協議
会設置要綱第４に規定
する構成員のうち選任さ
れた構成員

吾妻地域自立支援協議会
設置要綱第３に規定する所
管事項特定課題会議の開催

吾妻地域自立支援協議
会設置要綱第３に規定
する所管事項

特定課題会議の構成員

特定課題会議
（ワーキンググループ）

個別支援会議

吾妻地域自立支援協議会
設置要綱第４に規定する構
成員のうち、定例会議で選
任された構成員

吾妻地域自立支援協議会
設置要綱第４に規定する構
成員のうち、個別支援会議
の開催を求めた構成員

吾妻地域自立支援協議会
設置要綱第４に規定する構
成員のうち、定例会議で選
任された構成員

吾妻地域自立支援協議会
設置要綱第４に規定する構
成員のうち、個別の事例に
関係する構成員必要に応じて専門機関の職

員等に出席を求める 必要に応じて専門機関の職
員等に出席を求める定例会議で決められた特定

課題について協議する 個別の相談事例、困難事例
等への対応について協議す
る就労部会 知的障害者当事者部会

精神障害関係部会 西吾妻地域部会

療育部会 吾妻東部地域部会

制度部会 地域生活支援拠点
検討部会
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●全体会の取組（テーマ）・活動内容等

（１）委員構成
人数 人数 人数
5 児童相談所 0

2 13

0 県（行政職員） 0
6 0 0
0 0 民生委員・児童委員 0
0 0 主任児童委員 0
0 1 地域住民の代表者 0

0 0 その他 2

計 30

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容

日時：平成３1年２月２5日（月）午前１０時３０分～１２時００分
場所：中之条町ツインプラザ　２階　大会議室において、全体会議を開催。

○議題
イ）平成３０年度吾妻地域自立支援協議会の活動状況の報告
ロ）特定課題会議（部会）報告
ハ）平成３０年度吾妻地域自立支援協議会　課題協議結果　報告
ニ）平成３１年度吾妻地域自立支援協議会　要検討課題について
ホ）平成３１年度吾妻地域自立支援協議会　開催計画（案）の提示
ヘ）吾妻地域自立支援協議会　運営確認事項について
ト）吾妻地域自立支援協議会からの提案書について

種別 種別 種別
相談支援事業者 障害当事者団体・障害当事

者及びその家族

（障害者相談員を除く）
1障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）

発達障害者支援センター

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員

医療機関 学識経験者
教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

民間企業 保健所・保健センター

高齢者介護の関係機関 保育所

・定例会議から提案または報告のあった事項について協議を行う。

・

・
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●定例会の取組（テーマ）・活動内容等

（１）委員構成
人数 人数 人数
5 児童相談所 0

2 12

0 県（行政職員） 1
1 0 0
0 0 民生委員・児童委員 0
0 0 主任児童委員 0
0 2 地域住民の代表者 0

0 0 その他 0

計 25

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容

平成３０年度吾妻地域自立支援協議会　検討課題

　　１．社会資源の不足に対する対応検討

　　２．日中活動の場の検討
上記通り日中活動等の場の充実が図られている。

　　３．先進地視察

　　４．子育て支援について

　　５．障害福祉計画策定への対応

　　６．平成３０年度制度改正への対応

　　７．地域生活支援拠点について

　　８．地域の人材育成

　　９．障がい者雇用の促進

種別 種別 種別
相談支援事業者 障害当事者団体・障害当事

者及びその家族

（障害者相談員を除く）
2障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）

発達障害者支援センター

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員

医療機関 学識経験者
教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

民間企業 保健所・保健センター

高齢者介護の関係機関 保育所

・吾妻地域の障害福祉に関すること全般（毎回テーマを設ける）

・

・

就労移行支援事業所が開所し就労支援体制の充実が図られた。

就労継続支援Ｂ型事業所（長野原町）多機能事業所（東吾妻町）が開所する計画があ

る。

長野原町の介護施設が基準該当短期入所事業を実施。緊急時の受け入れ体制を整えた。

今年度は、栃木市の地域生活支援拠点モデル事業地域（面的整備型）の視察研修を
実施した。

児童発達支援事業所が長野原町に開所し就学前療育の場が拡充した。
放課後等デイサービス事業所が事業を拡大、就学児童の療育及び居場所の体制が拡
大した。
保育所等訪問支援事業の利用者が拡大し就学への不安の軽減が図られた。

障がい福祉計画の情報共有を行った。
町村自殺対策計画策定ワーキング会議を開催し自殺対策計画が策定された。

制度改正後のスムーズな対応が図られた。
随時情報共有され､協議会で確認することによって町村間格差が是正された。
必要に応じて制度部会が開催されより綿密な連携が図られた。

群馬県アドバイザー事業の活用及び視察研修を通して、協議会構成員が地域生活支
援拠点のイメージがつかめて来た。

群馬県権利擁護事業を利用し障害者虐待防止・権利擁護研修を実施し関係者の虐待
対応等の共通理解を図った。
基幹相談支援センターが中心となりモデル的にGSVを用いた研修等の実施。

障害者就業・生活支援センターを中心に雇用促進が図られた。
週末余暇活動が実施され余暇の充実が図られた。
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●運営会議の取組（テーマ）・活動内容等

（１）委員構成
人数 人数 人数
5 児童相談所 0

0 2

0 県（行政職員） 0
0 0 0
0 0 民生委員・児童委員 0
0 0 主任児童委員 0
0 0 地域住民の代表者 0

0 0 その他 0

計 7

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容

・毎月第１火曜日に事務局会議として開催。
・当該月の自立支援協議会定例会議の議題や流れについて協議する。
その他情報交換。

種別 種別 種別
相談支援事業者 障害当事者団体・障害当事

者及びその家族

（障害者相談員を除く）
0障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）

発達障害者支援センター

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員

医療機関 学識経験者
教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

民間企業 保健所・保健センター

高齢者介護の関係機関 保育所

・自立支援協議会定例会議の議題について

・

・
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●専門部会等の取組（テーマ）・活動内容等

【西吾妻地域部会】
（１）委員構成

人数 人数 人数
1 児童相談所

8

県（行政職員）
1

民生委員・児童委員
主任児童委員
地域住民の代表者

その他 7

計 25

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容

第１回 グループホームの見学について
今後の部会検討課題について

第２回 グループホームの見学について（報告）
障害福祉ショートステイについて

第３回 短期入所の検討について（介護保険施設による基準該当短期入所）
第４回 短期入所事業について

日中活動の場の拡大について
第５回 短期入所事業の検討について

西吾妻地域における課題について
第６回 西吾妻地域における障害福祉の拡充について
第７回 次回の部会について
第８回 各町村の相談支援事業について

安定した相談支援体制の構築について
第９回 次回部会の内容について、情報提供
第１０回 日中活動について
第１１回 相談支援受給者数について

（４）今後の課題・取組

種別 種別 種別
相談支援事業者 障害当事者団体・障害当事

者及びその家族

（障害者相談員を除く）
8障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）

発達障害者支援センター

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員

医療機関 学識経験者
教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

民間企業 保健所・保健センター

高齢者介護の関係機関 保育所

・西吾妻地域の福祉の向上について

・

・

・西吾妻地域においての相談体制について、協議会定例会議において吾妻全体として協議

・

・
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【精神障害関係部会】
（１）委員構成

人数 人数 人数
1 児童相談所

7

県（行政職員）

1 民生委員・児童委員
主任児童委員

1 地域住民の代表者

その他

計 10

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容

第１回 第１回自殺対策計画策定ワーキング

第２回 第２回自殺対策計画策定ワーキング

（４）今後の課題・取組

種別 種別 種別
相談支援事業者 障害当事者団体・障害当事

者及びその家族

（障害者相談員を除く）

障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）
発達障害者支援センター

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員

医療機関 学識経験者
教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

民間企業 保健所・保健センター

高齢者介護の関係機関 保育所

・吾妻地域の精神保健福祉について

・

・

・自殺対策連絡会議が開催され、各町村自殺対策計画の策定に目途がついた。

・今後の検討課題について協議

・
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【療育部会】
（１）委員構成

人数 人数 人数
2 児童相談所

7

県（行政職員）
1

民生委員・児童委員
主任児童委員

8 地域住民の代表者

その他

計 18

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容

第１回 児童発達支援センターの設置基準等について

第２回 児童発達支援事業所の視察

（４）今後の課題・取組

種別 種別 種別
相談支援事業者 障害当事者団体・障害当事

者及びその家族

（障害者相談員を除く）

障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）
発達障害者支援センター

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員

医療機関 学識経験者
教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

民間企業 保健所・保健センター

高齢者介護の関係機関 保育所

・児童発達支援センターの指定基準等について

・

・

・児童発達支援センター設置の可能性や可否について

・今後の検討課題について協議

・
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【知的障害者当事者部会】
（１）委員構成

人数 人数 人数
2 児童相談所

1

県（行政職員）

民生委員・児童委員
主任児童委員
地域住民の代表者

その他

計 9

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容

第１回 ・各育成会活動および地域の動きについて

第２回 ・情報交換
･自立支援協議会全体会議の報告
･育成会から定例会議への要望書の提出依頼

（４）今後の課題・取組

種別 種別 種別
相談支援事業者 障害当事者団体・障害当事

者及びその家族

（障害者相談員を除く）
6障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）

発達障害者支援センター

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員

医療機関 学識経験者
教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

民間企業 保健所・保健センター

高齢者介護の関係機関 保育所

・知的障害者の保護者間の情報共有、課題の提言

・

・

・今後も半年に１回集まって情報共有をしていく

・

・
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【吾妻東部地域部会】
（１）委員構成

人数 人数 人数
3 児童相談所
2 1

県（行政職員）

民生委員・児童委員
主任児童委員
地域住民の代表者

その他

計 12

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容

第１回 ・障害者就業・生活支援センター吾妻について
・吾妻地域の相談体制の連絡先等について
・情報交換

第２回 ・障害者就業・生活支援センターについて
・情報交換

第３回 ・あがつま週末活動クラブ（仮）について
・自立支援協議会視察研修について
・障がい者虐待防止法の研修会について
・情報交換
・部会の開催頻度について

第４回 グループワーク（東部部会の課題について）
・情報交換

第５回 地域生活支援センター（２事業所）の見学実施

（４）今後の課題・取組

種別 種別 種別
相談支援事業者 障害当事者団体・障害当事

者及びその家族

（障害者相談員を除く）
6障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）

発達障害者支援センター

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員

医療機関 学識経験者
教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

民間企業 保健所・保健センター

高齢者介護の関係機関 保育所

・吾妻東部地域の福祉の向上について

・

・

・地域活動支援センターについて協議

・

・
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【就労部会】
（１）委員構成

人数 人数 人数
3 児童相談所
2 3

県（行政職員）
1

民生委員・児童委員
3 1 主任児童委員

地域住民の代表者

その他

計 13

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容

第１回 ・各関係機関より情報提供
・障害者就業・生活支援センター吾妻について
･法定雇用率の引き上げについて
・障害福祉サービス事業所利用について

第２回 ・各関係機関より情報提供
・吾妻地域総合支援ネットワーク相談会について
･ジョブコーチ支援について

第３回 ・各関係機関より情報提供
･吾妻地域総合支援ネットワーク相談会を終えて

第４回 ・各関係機関より情報提供
･吾妻地域総合支援ネットワーク相談会のアンケート結果

第５回 ・各関係機関より情報提供
・各特別支援学校３年生の進路状況について

第６回 ・各関係機関より情報提供
・各特別支援学校３年生の進路状況について

（４）今後の課題・取組

種別 種別 種別
相談支援事業者 障害当事者団体・障害当事

者及びその家族

（障害者相談員を除く）

障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）
発達障害者支援センター

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員

医療機関 学識経験者
教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

民間企業 保健所・保健センター

高齢者介護の関係機関 保育所

・吾妻地域在宅求職者状況、平成３０年度職場採用者状況

・特別支援学校在校生・卒業生の進路及び就労状況について

 　・吾妻地域支援ネットワーク相談会について
・各関係機関からの報告、情報提供・共有し、障害者雇用・就労支援の促進

・今年度から障害者就業・生活支援センター吾妻に設置運営開始した。連携して障害者の就労

　支援の充実を図る。

・
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【制度部会】
（１）委員構成

人数 人数 人数
2 児童相談所

7

県（行政職員）

民生委員・児童委員
主任児童委員
地域住民の代表者

その他

計 9

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容

第１回 ・日中一時支援事業について（食事補助）

第２回 ・自立支援協議会設置要綱について
・地域活動支援センターの運営規程について
・要医療重症心身障害児(者)訪問看護支援事業実施要綱について

第３回 ・支給決定基準について

（４）今後の課題・取組

種別 種別 種別
相談支援事業者 障害当事者団体・障害当事

者及びその家族

（障害者相談員を除く）

障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）
発達障害者支援センター

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員

医療機関 学識経験者
教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

民間企業 保健所・保健センター

高齢者介護の関係機関 保育所

・障害福祉の制度について、郡内各町村における制度上の格差の是正、情報共有・確認

・要綱等検討・協議・整備

・自立支援協議会設置要綱、相談支援事業及び基幹相談支援センター実施要綱につ
いて

・障害福祉の制度について、郡内各町村における制度上の格差の是正、情報共有・確認

・要綱等検討・協議・整備
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【地域生活支援拠点検討部会】
（１）委員構成

人数 人数 人数
5 児童相談所
1 9

県（行政職員） 2

民生委員・児童委員
主任児童委員
地域住民の代表者

その他

計 21

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容

第１回

第２回 ・視察研修　栃木市　２１名

・平成30年度吾妻地域自立支援協議会　地域生活支援拠点等の整備に向けた講演会　開催
参加者　４１名

（４）今後の課題・取組

種別 種別 種別
相談支援事業者 障害当事者団体・障害当事

者及びその家族

（障害者相談員を除く）
4障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）

発達障害者支援センター

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員

医療機関 学識経験者
教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

・地域生活支援拠点の整備について、概要確認、現況、問題点や検討課題、今後の
部会の進め方について

・拠点整備に向け、現況の再確認、検討課題の協議、事業所の参加及び協力

・

民間企業 保健所・保健センター

高齢者介護の関係機関 保育所

・地域生活支援拠点の整備に関する協議・検討
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利根沼田自立支援協議会の概要

沼田市、片品村、川場村、昭和村、みなかみ町

片品村

平成１９年４月

直営

◇ ５市町村共同設置
 ・人口規模が小さく、単独設置では自立支援
   協議会の機能が活かせない。
 ・利根沼田地域は、文化圏、生活圏が一緒。

◇ 事務局
 ・５市町村で持ち回り（記録も持ち回り）
 ・任期－１年
 ・事務局長－障害福祉担当課長

●全体会・定例会・運営会議・専門部会の活動回数及び委員数

回数 委員数 回数 委員数 回数 委員数

1 77 10 51 10 4

回数 委員数

地域生活支援拠点づくりWG 9 12
製品開発WG 46 8
就労支援WG 6 15
相談支援部会 5 6
ｻｰﾋﾞｽ管理責任者部会 3 10
児童発達支援部会 8 8

【構成団体】

【事務局】

【設置年月】

【運営方法】

【組織図】

全体会 定例会 運営会議

専門部会名

・毎月開催（原則第２木曜日午前）

・主担当－片品市 副担当－川場村

利根沼田障害者相談支援センター

（基幹相談支援センター）
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●全体会の取組（テーマ）・活動内容等

（１）委員構成
人数 人数 人数
11 児童相談所
4 16

県（行政職員） 3
28
4 民生委員・児童委員
1 1 主任児童委員

地域住民の代表者
その他

計 77

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容
2019.2.6

報告
・平成30年度活動状況報告について
・定例会について
・審査会議について
・特定課題会議について

講演
・地域で安心して暮らし続けるために

～これからの障害者支援～
・講師　筑波大学大学院教授　小澤　温氏

ミニシンポジウム
・成年後見人制度について
私にもできる障害者雇用の協力
 進行　利根沼田障害者相談支援ｾﾝﾀｰ　仲丸　守彦氏
 シンポジスト 障害者就業・生活支援センターコスモス 田中　武志氏
                   (株)星野企画　星野　実氏

種別 種別 種別
相談支援事業者 障害当事者団体・障害

当事者及びその家族
（障害者相談員を除く）

9障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）
発達障害者支援センター

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員
医療機関 学識経験者
教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

民間企業 保健所・保健センター
高齢者介護の関係機関 保育所

・特に定めていない

・

・
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●定例会の取組（テーマ）・活動内容等

（１）委員構成
人数 人数 人数
12 児童相談所
5 23

県（行政職員） 3
5
2 民生委員・児童委員
1 主任児童委員

地域住民の代表者
その他

計 51

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容

第１回 H30.4.19

協議事項 協議会の体制について　・日程について ・特定課題委員名簿について

県協議会の体制について　・地域生活支援拠点等整備について

第２回 H30.5.17

協議事項 児童発達支援について　　・放課後等デイについて　　・利用者負担について

発達障害者地域支援マネジャー派遣事業について

第３回 H30.6.21

協議事項 意志決定支援ガイドラインについて　　・就労継続支援B型事業利用について

第４回 H30.7.19

協議事項 障害者雇用について　・災害時における福祉避難所設置について　

地域生活支援拠点について

第５回 H30.9.20

協議事項 障害者入所施設を利用できない方の行き先について

放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ利用について ・差別解消法について

第６回 H30.10.18

協議事項 就労定着支援事業について　・放課後等デイサービス利用について

第７回 H30.11.15

協議事項 就労している方々の余暇活動について　・障害者就労支援について

来年度卒業生について　・全体会議の概要について

第８回 H30.12.20

協議事項 在宅・居宅サービスについて　・全体会議概要について

第９回 H31.1.17

協議事項 相談支援専門員とケアマネの連携について

全体会議について　

第１０回 H31.3.20

協議事項 サービス利用について　・障害者を支える仕組みについて

平成3１年度利根沼田自立支援協議会定例会議・運営会議について

種別 種別 種別
相談支援事業者 障害当事者団体・障害

当事者及びその家族
（障害者相談員を除く）

障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）
発達障害者支援センター

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員
医療機関 学識経験者
教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

民間企業 保健所・保健センター
高齢者介護の関係機関 保育所

・特に定めていない

・

・
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●運営会議の取組（テーマ）・活動内容等

（１）委員構成
人数 人数 人数

児童相談所
2 2

県（行政職員）

民生委員・児童委員
主任児童委員
地域住民の代表者
その他

計 4

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容
第１回 H30.4.12

協議事項 協議会委員・特定課題会議委員名簿の確認について

定例会の協議事項について

第２回 H30.5.10

協議事項 定例会の協議事項について

第３回 H30.6.14

協議事項 定例会の協議事項について

第４回 H30.7.12

協議事項 定例会の協議事項について　

第５回 H30.9.13

協議事項 定例会の協議事項について　・発達障害者支援マネジャー派遣事業について

第６回 H30.10.11

協議事項 定例会の協議事項について　・発達障害者支援マネジャー派遣事業について

第７回 H30.11.8

協議事項 定例会の協議事項について　・全体会について

第８回 H30.12.13

協議事項 全体会の内容について　・定例会の協議事項について

第９回 H31.1.10

協議事項 定例会の協議事項について　・全体会議について

第１０回 H31.3.11

協議事項 定例会の協議事項について

種別 種別 種別
相談支援事業者 障害当事者団体・障害

当事者及びその家族
（障害者相談員を除く）

障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）
発達障害者支援センター

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員
医療機関 学識経験者
教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

民間企業 保健所・保健センター
高齢者介護の関係機関 保育所

・特に定めていない

・

・
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●専門部会等の取組（テーマ）・活動内容等

【地域生活拠点づくりWG】
（１）委員構成

人数 人数 人数
児童相談所

1 5
県（行政職員） 1

3
2 民生委員・児童委員

主任児童委員
地域住民の代表者
その他

計 12

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容

第１回 H30.4.19 先進地視察での感想及び今後の取組

第２回 H30.5.17 現状の取り組みと今後の対応について検討

第３回 H30.6.21 現状の取り組みと今後の対応について検討

第４回 H30.7.19 現状の取り組みと今後の対応について検討

第５回 H30.9.20 現状の取り組みと今後の対応について検討

第６回 H30.10.18 利根沼田の取り組みについて（事例をあげて検討）

第７回 H30.11.15 利根沼田の取り組みについて（事例をあげて検討）

第８回 H30.12.20 利用者カードについて検討

第９回 H31.1.17 利用者カードについて検討

第１０回 H31.3.20 次年度の活動内容の確認

（４）今後の課題・取組

種別 種別 種別
相談支援事業者 障害当事者団体・障害

当事者及びその家族
（障害者相談員を除く）

障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）
発達障害者支援センター

・

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員
医療機関 学識経験者
教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

・

・

民間企業 保健所・保健センター
高齢者介護の関係機関 保育所

・平成31年度末までに要項作成を目標とする

・平成31年度末までに要項作成を行う

・
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【製品開発WG】
（１）委員構成

人数 人数 人数
児童相談所

1
県（行政職員）

7
民生委員・児童委員
主任児童委員
地域住民の代表者
その他

計 8

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容

通年、７月～２月までの第2・第4火曜日に県民局にて製品の販売を行う

通年、第2・第4水曜日に市役所にて製品の販売を行う

各種イベントにおいて販売会の開催

（４）今後の課題・取組

種別 種別 種別
相談支援事業者 障害当事者団体・障害

当事者及びその家族
（障害者相談員を除く）

障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）
発達障害者支援センター

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員
医療機関 学識経験者
教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

民間企業 保健所・保健センター
高齢者介護の関係機関 保育所

・特に定めていない

・

・

・次年度においても引き続き７月～２月第2・第4火曜日に県民局で製品の販売を行う

・次年度においても引き続き４月～第2・第4水曜日に市役所で製品の販売を行う

・
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【就労支援WG】
（１）委員構成

人数 人数 人数
児童相談所

2 5
県（行政職員） 1

1
民生委員・児童委員

4 1 主任児童委員
1 地域住民の代表者

その他
計 15

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容
第１回 H30.5.30 管内特別支援学校のH30年度卒業予定者について

H29年度卒業者の現在の就労状況について

就労継続支援B型事業の利用に係るアセスメントについて

H30年度県における障害者就労政策について

各機関からの事業状況並びに情報提供について

就労支援WGの取り組みについて

第２回 H30.7.18 県内の各自立支援協議会における取り組みについて

賃金の額の設定について

特例子会社等の見学先（案）について

第３回 H30.9.26 障害者雇用優良事業所等見学会

就労移行支援・就労継続支援B型事業所 NPO法人麦わら屋

特例子会社（株）フレッセイヒューマンズネット

第４回 H30.11.28 高等部3年生の就労状況について

過年度卒業生の現況について

第５回 H31.1.23 平成３０年度講演会の実施

(株)星野企画 星野実氏「私の経験談」

（４）今後の課題・取組

種別 種別 種別
相談支援事業者 障害当事者団体・障害

当事者及びその家族
（障害者相談員を除く）

障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）
発達障害者支援センター

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員
医療機関 学識経験者
教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

・

民間企業 保健所・保健センター
高齢者介護の関係機関 保育所

・特に定めていない

・

・引き続き研修会等を開催する
・
・
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【相談支援部会】
（１）委員構成

人数 人数 人数
4 児童相談所
2

県（行政職員）

民生委員・児童委員
主任児童委員
地域住民の代表者
その他

計 6

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容

第１回 H30.4.10 今年度の活動内容について

第2回 H30.6.28 グループスーパービジョンを実施

第３回 H30.8.16 精神障害のある方への対応についての研修会を実施

第４回 H30.11.13 グループスーパービジョンを実施

第５回 H30.12.11 介護保険についての研修会を実施

（４）今後の課題・取組

種別 種別 種別
相談支援事業者 障害当事者団体・障害

当事者及びその家族
（障害者相談員を除く）

障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）
発達障害者支援センター

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員
医療機関 学識経験者
教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

民間企業 保健所・保健センター
高齢者介護の関係機関 保育所

・特に定めていない
・
・

・引き続き部会の開催を行う
・
・
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【ｻｰﾋﾞｽ管理責任者部会】
（１）委員構成

人数 人数 人数
児童相談所

県（行政職員）
10

民生委員・児童委員
主任児童委員
地域住民の代表者
その他

計 10

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容

第１回 H30.5.24 事例検討

第2回 H30.7.26 事例検討

第３回 H30.10.4 事例検討

第4回 H30.11.22 事例検討

第5回 H31.1.24 事例検討

（４）今後の課題・取組

種別 種別 種別
相談支援事業者 障害当事者団体・障害

当事者及びその家族
（障害者相談員を除く）

障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）
発達障害者支援センター

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員
医療機関 学識経験者
教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

民間企業 保健所・保健センター
高齢者介護の関係機関 保育所

・特に定めていない
・
・

・引き続き部会の開催を行う
・
・
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【児童発達支援管理責任者部会】
（１）委員構成

人数 人数 人数
児童相談所

県（行政職員）
8

民生委員・児童委員
主任児童委員
地域住民の代表者
その他

計 8

（２）取組（テーマ）

（３）活動内容

第１回 H30.4.17 障害児福祉事業所のマップ作成について

第2回 H30.5.25 障害児福祉事業所のマップ作成について

第３回 H30.6.29 障害児福祉事業所のマップ作成について

第４回 H30.7.13 障害児福祉事業所のマップ作成について

第５回 H30.9.7 障害児福祉事業所のマップ作成について

第６回 H30.10.12 障害児福祉事業所のマップ作成について

第７回 H30.11.9 障害児福祉事業所のマップ作成について

第８回 H30.12.7 障害児福祉事業所のマップ作成について ・事例検討

第９回 H31.1.8 来年度就学児の放課後等デイサービス申し込み状況の確認

障害児福祉事業所のマップ作成について

事例検討

（４）今後の課題・取組

種別 種別 種別
相談支援事業者 障害当事者団体・障害

当事者及びその家族
（障害者相談員を除く）

障害者就業・生活支援センター 市町村（行政職員）
発達障害者支援センター

障害福祉サービス事業者 権利擁護関係団体 身体・知的障害者相談員
医療機関 学識経験者
教育関係機関 公共職業安定所（ハローワーク）

・

・引き続き部会の開催
・
・

民間企業 保健所・保健センター
高齢者介護の関係機関 保育所

・特に定めていない
・
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